
国
土
交
通
省
国
立
研
究
開
発
法
人
審
議
会
令
要
綱

第
一

国
土
交
通
省
の
国
立
研
究
開
発
法
人
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
の
組
織
及
び
委
員
等
の
任
命
に
つ
い
て

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
規
定
す
る
こ
と
。

一

審
議
会
は
、
委
員
二
十
人
以
内
で
組
織
す
る
と
と
も
に
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き

は
、
臨
時
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
委
員
及
び
臨
時
委
員
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
（
そ
の
者
が
外
国
人

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
研
究
開
発
に
関
し
て
高
い
識
見
を
有
す
る
者
）
の
う
ち
か
ら
、
国
土
交
通
大
臣
が
任
命
す
る

も
の
と
す
る
こ
と
。

二

審
議
会
に
、
専
門
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、

専
門
委
員
は
、
当
該
専
門
の
事
項
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
（
そ
の
者
が
外
国
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
専

門
の
事
項
に
係
る
研
究
開
発
に
関
し
て
高
い
識
見
を
有
す
る
者
）
の
う
ち
か
ら
、
国
土
交
通
大
臣
が
任
命
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

（
第
一
条
及
び
第
二
条
関
係
）

第
二

委
員
の
任
期
は
二
年
と
し
、
委
員
は
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

第
三

審
議
会
に
会
長
を
置
き
、
委
員
（
外
国
人
で
あ
る
委
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
か
ら
、
委
員
が
選
挙
す
る
も
の
と
す
る
こ



と
。

（
第
四
条
関
係
）

第
四

審
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
関
係
）

第
五

審
議
会
は
、
会
議
を
開
き
、
議
決
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

一

外
国
人
で
あ
る
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
外
国
人
で
あ
る
臨
時
委
員
の
数
が
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨

時
委
員
の
総
数
の
五
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

二

委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
の
過
半
数
が
出
席
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
関
係
）

第
六

そ
の
他
審
議
会
の
運
営
等
に
関
す
る
所
要
の
規
定
を
置
く
こ
と
。

第
七

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

（
附
則
関
係
）


